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生活支援型訪問サービスに関する基準と現行の基準との相違点（案）

現行の介護予防訪問介護にかかる人員等の基準 生活支援型訪問サービスの相違点

第１節 基本方針 同程度の基準 
第２節 人員に関する基準

 

（訪問介護員等の員数） 

介護従業者については、必要数を配

置。一定の研修受講者もサービス提供

可能。サービス提供責任者相当の者に

ついても同様だが、介護福祉士または

介護職員初任者研修資格修了者であ

ることが望ましい 
（管理者） 同程度の基準（常勤専従・兼務可） 

第３節 設備に関する基準 同程度の基準 
第４節 運営に関する基準

 

（内容及び手続の説明及び同意） 同程度の基準 
（提供拒否の禁止） 国ガイドラインに沿って削除 
（サービス提供困難時の対応） 

（受給資格等の確認）（心身の状況等の把握） 

（要支援認定等の申請に係る援助） 

（介護予防支援事業者等との連携） 

（介護予防サービス費の支給を受けるための援助） 

（介護予防サービス・支援計画書に沿ったサービスの提供） 

（介護予防サービス・支援計画書の変更の援助） 

（身分を証する書類の携行等）（利用料等の受領） 

（保険給付請求のための証明書の交付）  

（同居家族に対するサービス提供の禁止）  

（利用者に関する市への通知） （緊急時等の対応） 

（管理者及びサービス提供責任者の責務） 

（運営規程）（勤務体制の確保等）（衛生管理等） 

（掲示） （秘密保持等） （広告）  

（介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止） 

（苦情処理） （地域との連携）（事故発生時の対応） 

（会計等の区分）（記録等の整備） 

（介護等の総合的な提供） 

同程度の基準 

（提供の記録） 利用に関する記録は 5年保存 
（暴力団排除） 暴力団に利する行為の禁止 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

 （訪問介護の基本取扱方針） 同程度の基準 
（訪問介護の具体的取扱方針） 簡易な介護予防訪問介護計画を作成 
（訪問介護の提供に当たっての留意点） 同程度の基準 
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型 サービスに関する基準と現行の基準との相違点（案）

現行の介護予防 介護にかかる人員等の基準 型 サービスの相違点

第１節 基本方針 同程度の基準 
第２節 人員に関する基準 
 （従業者の員数） 利用者 5 まで専従  
（管理者） 同程度の基準（常勤専従・兼務可） 

第３節 設備に関する基準
定員 あた の 能  
（ 基準 ・ 防 への準 要） 

第４節 運営に関する基準

 （内容及び手続の説明及び同意） 同程度の基準 
（提供拒否の禁止） 国ガイドラインに沿って削除 
（サービス提供困難時の対応）（受給資格等の確認） 

（要支援認定等の申請に係る援助） 

（心身の状況等の把握）（介護予防支援事業者等との連携） 

（介護予防サービス費の支給を受けるための援助） 

（介護予防サービス・支援計画書に沿ったサービスの提供） 

（介護予防サービス・支援計画書の変更の援助） 

（利用料等の受領）（保険給付請求のための証明書の交付）  

（利用者に関する市への通知） （緊急時等の対応） 

（管理者の責務）（運営規程）（勤務体制の確保等） 

（定員の ）（衛生管理等）（掲示） （秘密保持等）  

（広告） （介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止）（苦

情処理） （地域との連携） 

（事故発生時の対応）（会計等の区分） （記録等の整備） 

同程度の基準 

（ 常 対 ） 一時的な に必要な 料及び 料

の備 が必要（本市基準 ） 
（提供の記録） 利用に関する記録は 5年保存 
（暴力団排除） 暴力団に利する行為の禁止 
第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

 （介護予防通 介護の基本取扱方針） な 介護予防・認知 予防 ラ

の提供（ 、 のサービス） 
（介護予防通 介護の具体的取扱方針） 簡易な 計画を作成 
（介護予防通 介護の提供に当たっての留意点） 

同程度の基準 
（ 管理体制等の確保） 
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介護予防運 員、 運 士等 
（管理者） 同程度の基準（常勤専従・兼務可） 
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（暴力団排除） 暴力団に利する行為の禁止 
第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
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名古屋市では、介護保険の制度改正を受けて、新たに平成28年6月から

「支援を必要とする高齢者の方々」に「掃除」「洗濯」等をお手伝いする

「生活支援サービス」を提供することで、住みなれた地域での自立した生活を

応援していきたいと考えています。

「高齢者日常生活支援研修」は、そのサービス提供の担い手として

活動していただく方々を養成するための研修です。

研修では、

・「生活支援の方法」「医学や認知症に関する知識」についての講義

・介護サービスの現場の見学

を通じて生活支援に必要な知識を学んでいただきます。

あなたも困っている高齢者の為に

生活支援の担い手となり、地域で活躍しませんか？

ま
ず
は
、
3
日
で

介
護
入
門
。

平成27年度 名古屋市

高齢者日常生活支援

研修

■対象：名古屋市在住・在勤者（介護資格のない方）

■日程：平成２７年１０月～平成２８年３月

※3日間の研修です。修了後、名古屋市より修了証を発行します。

■定員：40名×12コース開催 ※定員超えの場合抽選。結果はお知らせします。

■参加費：無料（テキスト代500円）

■場所：名古屋市内各所

■裏面申込書にてＦＡＸまたは郵送でお申し込みください。

※詳細は裏面参照ください。

主催： 名古屋市高齢福祉部介護保険課

事務局： 特定非営利活動法人 なごや福祉ネット
〒462-0047 名古屋市北区金城町4丁目47（特定非営利活動法人かくれんぼ内）

お問合せ：☎052-918-7410 fax052-918-7411

地域の福祉貢献に興味のある方へ これから介護の仕事に携わりたい方へ
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南生協病院

名古屋市立大学

あいち福祉医療専門学校

名古屋福祉専門学校

名古屋学院大学

南生協病院

サンコート砂田橋集会所

あいち福祉医療専門学校

天白区社会福祉協議会

名古屋市立大学

西区役所

（　　　　　　）　　　　　　-

第9回

第10回

3/5（土）第11回

第7回

2/20（土）

第4回

第5回

第6回

第8回

※内容は変更することもございますのでご了承ください。

〒459-8540
名古屋市緑区大高町平子３６10/11(日）

10/24(土）

11/２１（土）

第2回

第3回

１日目
９：００～１６：５０

２日目
９：００～１７：００

第1回

コース

※受付時間８：３０～。
　受付を済ませ開始時間前に着席してください。

11/14（土）

10/31(土）

11/15（日）

※もっと詳しい内容は
　なごや福祉ネットホームページ（URL：http://www.nagoya-nss.jp）をご覧くださ

462-0844
名古屋市北区清水４丁目１７番１号

〒467-8601
名古屋市瑞穂区瑞穂町河澄１

研修日時

募集期間

９/５～９/２６

９/１８～１０/９

１０/９～１０/３０

３日目
※３時間

北区社会福祉協議会
（北区役所会議室）

研修場所

10/12(月祝）

11/２２（日）

12/6（日）

1/24（日）

2/6（土）

12/5（土）

12/19（土）

H28年
1/10（日）

１０/２９～１１/２３

１１/２０～１２/１６

3/6（日）

〒459-8540
名古屋市緑区大高町平子３６

〒461-0045
名古屋市東区砂田橋1-1

〒456-0002
名古屋市熱田区金山町１丁目7-13

〒468-0015
名古屋市天白区原１丁目301

〒456-0036
名古屋市熱田区熱田西町1-25

〒467-8601
名古屋市瑞穂区瑞穂町河澄１

Ｈ28年

1/11（月祝）

1/31（日）

2/7（日）

2/21（日）

１/１４～２/９

　お申し込みは、事務局：なごや福祉ネット（特定非営利活動法人かくれんぼ内）

　　　　　　　　　　 052 -918-7411
4 2-0047名古屋市 4  まで

持ち物 　筆記具/上履き/昼食/テキスト代（５００円）

第12回

　
※
３
日
目
 

施
設
見
学
日
の
日
時
は

、
相
談
に
応
じ
ま
す

。

１０/１６～１１/６

１０/１５～１１/１０

１２/１３～１/１２

１２/２５～１/２６

〒456-0002
名古屋市熱田区金山町１丁目7-13

〒460-0002
名古屋市中区丸の内１丁目3-25

〒451-8508
名古屋市西区花の木2-18-1

１２/１～１２/２５

3/24（木）

12/20（日）

3/22（火）

事務局チェック欄

【個人情報の取り扱いについて】
お客様が記入された個人情報は、資料送付・電子メール送信・電話連絡などの目的で利用・保管し、
第三者に開示・提供することはありません。

FAX（　　　　　　）　　　　　　-

希望コース

生年月日

氏名

フリガナ

電話番号

住所

〒　　　　　　-

S　 ・　H 　　　　 年　　　　月　　　　日

２/１～２/２６

名古屋市高齢者日常生活支援研修

研修
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３ なごや介護予防･認知症予防プログラムについて

（１）平成 年度事業者研修会開催案内

 
① 趣 旨 高齢者が住み慣れた地域で、できるだけ自立した生活を継続で

きるために、認知症予防を中心に、運動・口腔・栄養等を複合的

に組み合わせた「なごや介護予防・認知症予防プログラム」（以

下「プログラム」という。）を策定し、介護保険制度改正におけ

る「新しい総合事業」の指針として位置付け、通所型ミニデイサ

ービスを主体に実施します。

本研修会は、プログラムの実施にあたり、担当する職員の知識

や技術の習得を目的として開催するものです。 

② 内 容 当該研修は「講習会」と「実技指導」の２日間を予定しており、

２日間の参加が必須となります。

③ 日 時 【講習会】 平成２８年１月２６日（火）

第１回：１０：００～１３：００（受付９：３０～）

（参加対象区：千種・東・北・西・中村・中・昭和・瑞穂・熱田）

第２回：１４：３０～１７：３０（受付１４：００～）

（参加対象区：中川・港・南・守山・緑・名東・天白）

※ 第１回と第２回は同じ内容です。参加定員を平均化するため

に対象区を決めております。

【実技指導】 平成２８年２月 ※現在調整中

※講習会と実技指導の両者をご受講ください。

④ 会 場 【講習会場】中区役所ホール

（名古屋市中区栄四丁目 番 号）

【実技指導会場】 ※現在調整中
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�

յ� ཧຍᑐ㇟� � �� 通所型ミニデイサービスで実施指導に わる職員 
� � � � � � � � � （参加 は 事業所１名とさせていただきます。）

�

�

ն� ཧ ຍ ㈝� � � � �

�

�

շ� ཧຍ⏦㎸� � � � いご に研修開催 内 研修参加

を しますので、研修参加 を平成２７年１２月２８日

（月）までに、地域 まで にてお みください。

（ 番号：０ ２ ９ ３３６７）

ո� ࡑ ࡢ  ・ 場の は 通 をご ください。

・ 実技にご参加の は、動きやすい と 内で運動できる を

参でお しください。

・ 講習会 実技指導の両 を修 された に対して修 を

付します。
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【
１

】
○

自
分

ら
し

さ
2

1
2

2
2

口
腔

・
認

知
・
う

つ
：
事

前
初

級
ス

テ
ッ

プ
〃

歯
・
笑

顔
○

顔
の

体
操

2
1
2

2
共

通
・
栄

養
：
事

前
2

中
級

ス
テ

ッ
プ

〃
栄

養
の

バ
ラ

ン
ス

○
ア

イ
ス

ブ
レ

イ
ク

○
グ

ル
ー

プ
ワ

ー
ク

1
2

2
上

級
ス

テ
ッ

プ
〃

セ
ル

フ
チ

ャ
レ

ン
ジ

プ
ロ

グ
ラ

ム
【
２

】
○

生
活

状
況

の
確

認
○

生
活

目
標

の
設

定
1
2

2
初

級
ス

テ
ッ

プ
○

ラ
ダ

ー
編

名
古

屋
め

し
を

語
ろ

う
○

試
食

会
○

回
想

法
ワ

ー
ク

1
2

2
中

級
ス

テ
ッ

プ
〃

舌
・
唾

液
○

舌
の

体
操

○
マ

ッ
サ

ー
ジ

2
フ

リ
ー

プ
ラ

ン
事

業
所

の
オ

リ
ジ

ナ
ル

1
2

2
前

半
を

 振
り

返
っ

て
運

動
：
1
ク

ー
ル

経
過

上
級

ス
テ

ッ
プ

〃
1
2

2
ス

テ
ッ

プ
台

運
動

○
有

酸
素

運
動

フ
リ

ー
プ

ラ
ン

事
業

所
の

オ
リ

ジ
ナ

ル
1
2

2
複

合
○

サ
ー

キ
ッ

ト
○

ス
テ

ッ
プ

シ
ン

キ
ン

グ
調

理
実

習
○

簡
単

な
実

習
1
2

1
2

口
腔

・
認

知
・
う

つ
：
中

間
複

合
〃

咀
嚼

・
嚥

下
○

咀
嚼

訓
練

○
発

声
練

習
2

1
2

1
1

2
共

通
・
栄

養
：
中

間
2

複
合

〃
セ

ル
フ

チ
ャ

レ
ン

ジ
プ

ロ
グ

ラ
ム

【
３

】
○

目
標

の
評

価
1
2

1
2

2
運

動
：
中

間
ア

セ
ス

メ
ン

ト
の

振
り

返
り

2
複

合
○

サ
ー

キ
ッ

ト
(個

別
検

査
と

同
時

進
行

)
1
2

合
計

時
間

2
1

2
1

（
２

）
な

ご
や

介
護

予
防

・
認

知
症

予
防

プ
ロ

グ
ラ

ム
（
案

）

ウ
ォ

ー
ミ

ン
グ

ア
ッ

プ

回
数

ア
セ

ス
メ

ン
ト

運
動

（
脳

賦
活

運
動

）

　
　

　
イ

　
実

施
回

数
及

び
期

間
　

　
　

６
か

月
　

：
　

毎
週

１
回

・
合

計
1
2
回

を
１

ク
ー

ル
（
３

か
月

）
と

し
、

２
ク

ー
ル

実
施

　
　

　
ウ

　
１

回
あ

た
り

の
時

間
　

　
　

 ２
時

間
（
１

２
０

分
）

　
　

　
エ

　
参

加
定

員
　

　
　

　
　

　
　

　
　

１
５

名
ま

で
（
１

グ
ル

ー
プ

は
７

～
８

名
を

想
定

し
、

1
ク

ー
ル

終
了

ご
と

に
新

し
い

グ
ル

ー
プ

を
設

置
で

き
、

１
・
２

ク
ー

ル
と

合
同

実
施

で
き

る
）

口
腔

①
　

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

実
施

に
つ

い
て

②
　

計
画

表
　

（
１

ク
ー

ル
：
３

か
月

）

　
　

　
ア

　
対

象
者

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 介

護
予

防
・
生

活
支

援
サ

ー
ビ

ス
事

業
対

象
者

そ
の

他

中
間

評
価

合
計

時
間

自
分

の
体

を
 知

ろ
う

栄
養
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ク
ー
ル

ダ
ウ
ン

テ
ー
マ

内
容

時
間

（
分
）

テ
ー
マ

内
容

時
間

テ
ー
マ

内
容

時
間

テ
ー
マ

内
容

時
間

テ
ー
マ

内
容

時
間

テ
ー
マ

内
容

時
間

時
間

1
運
動
を

は
じ
め
よ
う

体
と
お
口
の

ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ

2
運
動
：

1
ク
ー
ル
の
参
加
者
の

初
級
ス
テ
ッ
プ

を
よ
う

○
ス
テ
ィ
ッ
ク
編

(個
別
検
査
と
同
時
進

行
)

セ
ル
フ
チ
ャ
レ
ン
ジ

プ
ロ
グ
ラ
ム
【
１
】
○
自
分
ら
し
さ

2
1
2

2
2

口
腔
・
認
知
・
う
つ
：

1
ク
ー
ル
の
参
加
者
の

初
級
ス
テ
ッ
プ

グ
ス
テ
ッ

プ

　
　
　
　
　
　
〃

○
グ

シ
ン

2 1
歯
・
笑
顔
○
顔
の
体
操

2
1
2

2
共
通
・
栄
養
：

1
ク
ー
ル
の
参
加
者
の

2
中
級
ス
テ
ッ
プ

グ
ス
テ
ッ

プ

　
　
　
　
　
　
〃

○
エ
ク
サ
サ
イ

2 1
栄
養
の
バ
ラ
ン
ス

○
ア
イ
ス
ブ
レ
イ
ク

○
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

1
2

2
上
級
ス
テ
ッ
プ

グ
ス
テ
ッ

プ

　
　
　
　
　
　
〃

○
グ

ス
テ
ッ
プ

1 1
セ
ル
フ
チ
ャ
レ
ン
ジ

プ
ロ
グ
ラ
ム
【
２
】
○
生
活
状
況
の
確
認

○
生
活
目
標
の
設
定

1
2

2
初
級
ス
テ
ッ
プ
○
ラ
ダ
ー
編

2 1
名
古
屋
め
し
を
語
ろ
う
○
試
食
会

○
回
想
法
ワ
ー
ク

1
2

2
中
級
ス
テ
ッ
プ
　
　
　
　
　
　
〃

1 1
舌
・
唾
液
○
舌
の
体
操

○
マ
ッ
サ
ー
ジ

2
フ
リ
ー
プ
ラ
ン

事
業
所
の
オ
リ
ジ
ナ
ル

1
2

2
2
ク
ー
ル
前
半

ま
で
を
振
り

返
っ
て

運
動
：
2
ク
ー
ル
経
過

上
級
ス
テ
ッ
プ
　
　
　
　
　
　
〃

1 1
1
2

2
ス
テ
ッ
プ
台

運
動

○
有
酸
素
運
動

1 1
フ
リ
ー
プ
ラ
ン

事
業
所
の
オ
リ
ジ
ナ
ル

1
2

2
複
合

○
サ
ー
キ
ッ
ト

○
ス
テ
ッ
プ
シ
ン
キ
ン

グ

1 1
し
食

よ
う

○
簡
単
な
実
習

1
2

1
2

口
腔
・
認
知
・
う
つ
：
事

複
合

〃
咀
嚼
・
嚥
下
○
咀
嚼
訓
練

○
発
声
練
習

2
1
2

1
1

2
共
通
・
栄
養
：
事

2
複
合

〃
セ
ル
フ
チ
ャ
レ
ン
ジ

プ
ロ
グ
ラ
ム
【
】

○
目
標
の
評
価

1
2

1
2

2
運
動
：
事

ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
振
り
返
り

2
複
合

○
サ
ー
キ
ッ
ト

(個
別
検
査
と
同
時
進

行
)

1
2

合
計

時
間

2
1

2
1

（
２
ク
ー
ル
：
３
か
月
）

そ
の
他

口
腔

栄
養

運
動
（
脳
賦
活
運
動
）

ア
セ
ス
メ
ン
ト

ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ

回
数

合
計

時
間

1
ク
ー
ル
の
参

加
者
の
お

い
を
し
ま

し
う

評
価
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